
令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・４月入社の場合、初年度から有給休暇20日支給（正社員のみ）。
・半日有給休暇を年間４０回取得可能。
・2026年4月より、時間単位での有給休暇取得が可能(年間5日分まで)。
・勤続３年以上の正社員が育児・介護・配偶者の転勤により退職し、将来の再雇用を希望した場合、会社の必要性を勘案して、退職前と同条件での再雇用を可能とす
る制度を設置。
・妊娠中の社員へマタニティ用ズボンを支給。
・作業内容により、身体への負担がある方には、負担を軽減するためのサポート付ズボンを貸与。
・作業内容により、夏場の暑熱環境での安全確保としてファン付作業着を貸与。
・職場環境の向上と働きやすい環境づくりのため、ハラスメント教育を実施。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・育児休業取得の推進。
・育児休業取得者の現職への復職率１００％。
・子供が小学校６年生になる年度末まで育児のための短時間勤務制度の使用可能(正社員のみ)。
・養育両立支援休暇制度の導入。
・積立休暇制度の充実(積立休暇：正社員に対し、有給休暇とは別に私傷病、会社が承認した公的機関へのボランティア活動、不妊治療、子の看護、家族の介護・看
護、業務に関連するセミナーの受講や資格試験受験を目的とした場合に限り利用出来、年に3日支給、20日を上限として積立が可能な休暇)。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・プリント板はんだ付け装置の操作及びメンテナンス技術者及び、電動ドライバー使用者に対し、社内資格制度(1級～3級)を設け、社員の能力及び作業品質向上につ
ながる取組を実施。
・資格取得、社員研修の費用を会社で負担(ＱＣ検定、リーダー研修等)。
・女性の管理職登用の推進。

④その他男女共同参画を推進する取組

・社員の結婚・出産に対して祝い金と特別休暇を支給。
・リフレッシュ休暇として勤続満10年以降、5年ごとに特別休暇を3日支給（正社員のみ）。
・定年を６５歳とし、長く働くことが出来る環境を整備。
・インフルエンザ予防接種費用を全額補助。
・会社でインフルエンザ集団予防接種を実施(希望者のみ)。
・健康診断時に会社負担で乳房検診と婦人科検診を毎年実施(女性希望者のみ)。
・保健師と健康診断の結果に基づいて社員面談を実施し、社員の日頃の健康についてアドバイスを頂いている。
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児介護休業等規則を就業規則に導入。
・ポジティブ・アクション取り組みに向けた計画書を策定。
・職場環境・職場風土の改善に関する取り組みを行っている。
・慶弔休暇を制定し、賃金の控除なく休暇を取得可能。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、社員が仕事と子育てを両立させることが出来、全員が働きやすい環境を整備している。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・ポジティブ・アクション取り組みに向けた計画書を策定している。
・女性の職域拡大に関する取り組みをしている。
・女性の管理職登用に関する取り組みをしている。
・性別にとらわれない研修を実施している。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域の行事やボランティア活動へ参加している。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業制度の導入をしている。
・妊娠中の従業員の就業配慮をしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・短時間勤務を取り入れている。
・就業時間中もプライベート関係の用事で途中業務を離れることを認めている。
・半休、時間有給制度を導入している。
・コロナ禍で子供の休園休校で面倒を看る為の特別休暇を与えている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・女性の管理職登用に積極的に取り組んでいる。
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・法令に基づく育児休暇制度を導入し、社員が安心して休暇を取得できるように社内規定を明確化している。
・社内に相談窓口を設置し、担当者による迅速かつ公正な対応を行う。
・妊娠、出産を理由とする解雇、その他不利益な取り扱いをしない。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・小学校就学始期に達するまでの子どもを養育する従業員は短時間勤務、養育良質支援休暇を受けることができる。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・社員が能力を発揮するための研修、資格取得を推進している。
・業務に関連する資格取得に対して、受験料や講習費用の補助を行っている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・配偶者の事情などにより、茅野市周辺から離れることになった社員に対し、希望により引き続き雇用契約し、テレワークシステムを導入して業務を継続できる体制として
いる。現在、栃木県、京都府において就業中。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・家庭の事情に合わせた勤務に配慮している。
・特に子育て世代のスタッフには、育児休業制度を導入し、子育てと仕事の両立が無理なくできるように配慮している。実際に育児休業を取得し、復帰している社員もい
る。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・男女ともに働きやすい職場環境づくりを行っている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・ノー残業の推進をしている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・性別に関わらず、能力重視で役職登用を行っている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・仕事柄、女性のきめ細やかさ、気づきの奥深さを重視し、管理職を任せられるような職場の雰囲気作りをしている。
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・学校行事やクラブ活動など優先的に休みを取れるようにしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・定時終業に努め残業がないようにしている。
・県の第二期社員の子育て応援宣言登録済み。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・女性の2級土木施工管理士がおり、活躍している。
・国家資格取得に関する費用、全額会社支援。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児介護休業規定を設けている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・従業員の希望があれば、テレワーク（在宅勤務）を承認し、仕事の効率化と生産性の向上を図りつつ仕事と生活の両立の促進に取り組んでいる。
→2名利用中

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・資格や講習等業務に係るものは、性別を問わず取得を推進し、取得に関する費用は、会社負担としている。
・会社が認定した資格受験について資格取得のために通学する予備校および通信教育の講座受講等にかかる費用を会社が負担する制度を設けている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・従業員が、消防活動等ボランティアに参加しやすい職場環境を整えている。ボランティアの要請があれば、特別休暇を与えその活動を認めている

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児介護休業制度を導入。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・通院時の付き添い等、介護のための休暇取得や早退に対応している。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・従業員自身が参加を希望した講習受講や資格取得の際にかかる費用は、交通費を含め全額会社が負担し、能力向上と自己啓発をサポートしている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域行事やボランティア活動等の参加しやすい環境づくりをしている。
・「職場いきいきカンパニー」の取得(R6年度)
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・子どもの学校行事及びPTA活動への参加は優先で休みが取れるようにしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・男性も女性も育児休業が取得しやすい職場環境づくりに努めている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・出産、育児のために退職した社員の再雇用に、積極的に取り組んでいる。

④その他男女共同参画を推進する取組

・区・自治会活動に参加しやすい職場環境づくりを行っている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・従業員の育児（学校行事や子どもの急な体調不良など）や介護のための休暇を取りやすくしている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・従業員の能力を発揮できるよう必要な知識習得のため、各種資格取得を勧め、費用については雇用主負担制度がある。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・セクハラ防止等、男女の人権に配慮した職場環境づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・子どものの保育園や学校行事、急な体調不良による休暇などが取りやすい職場環境づくりを行っている。
・短時間勤務を取り入れている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・性別による固定的な役割分担の意識を持たないよう取り組んでいる。
・社員の能力を発揮するための研修や資格取得を推進している。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域の行事や活動に積極的に参加しやすい職場環境づくりをしている。
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業等に関する制度を導入している。
・セクハラ防止や男女平等、人権に配慮した職場づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・社員の子どもが保育園や小学校に通っている場合は、無理なく保育園、学校の行事やPTA活動に参加しやすい職場環境づくりを行っている。(半日単位での有給休
暇取得あり)
・ノー残業デーの実施(第1・3水曜日)

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・若い男女の採用に積極的に取り組み、男女平等な職場環境づくりを行っている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・各地区の地域行事や区の活動に参加しやすい職場環境づくりを行っている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・婚姻・妊娠・出産・産前産後（休暇）の請求・取得、母性健康管理措置等を理由とする解雇その他不利益な取り扱いをしない。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・子どもの保育園や学校の行事等のための有給休暇がある。（半日休暇や時間休にも取り組んでいる。）

④その他男女共同参画を推進する取組

・消防団員である社員が緊急の火災・災害・行方不明者捜索などに参加要請があった場合は、瞬時に参加できるよう社員事業所が取り組んでいる。
・社員が地元行事や消防団活動を行うことを理由として、昇進・賃金・労働時間、その他の処遇について、他の従業員と均衡を失することのないよう配慮するよう取り組
んでいる。
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・作業環境を整え、現場女子を募集し、さらなる女性の参画を試みている。
・男女関係なく働きやすいユニフォームを支給している。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・短時間勤務を取り入れている。
・従業員の育児のための休暇を取りやすい職場環境づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組・④その他男女共同参画を推進する取組

・従業員が地元行事・地元消防団活動等に参加しやすい環境を整え、又、男性がＰＴＡ・育児のための有給休暇取得を取りやすい環境に取組んでいる。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・性別にとらわれず、能力を拡大させるために資格取得のサポートに取り組み、その結果として、女性による監理技術者資格の取得、能力向上及び職域の拡大を行っ
ている。
・能力向上のための試験などが休日にあった場合は、不合格の場合でも有給にしている。交通費などの経費も全額支給。
・男女の固定的な役割分担意識を持たない職場環境づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・仕事と家庭の両立のため、社員の業務における災害時の保険は勿論のこと、業務外においても適応される医療保険に加入し、身体共に健康で働ける職場づくりを
行っている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・すべての従業員に対し、意欲向上のため、各種資格・技能検定等の取得を推奨し、資格取得手当を整備している。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域社会での活動を推奨し、人事評価の加点対象としている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・互いの意見に耳を傾け問題があれば共に改善していく。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・子どもの学校行事や地域活動、家庭の事情に合わせ、有給休暇の取得を申し出しやすいよう社員に働きかけ、実施している。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・資格取得、更新講習等を進める。

省力化機器/治
工具の設計製

作・部品加工・自
社製品の製造販

売

製造業

有
限
会
社

八
剣
技
研

42

管工事業・水道
施設工行・その他

付随する事業
建設業

株
式
会
社
 

有
賀
水
道

41

管工事建設業

有
限
会
社

ク
サ
カ
ベ
設
備
興
業

43

認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・子育てや地域活動、学校行事に積極的に参加できる職場環境づくりを心がけている。
・労働災害を防止するための職場教育を行っている。
・健康経営優良法人認定取得し、本年度も継続認定を取得。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・必要な資格は本人の希望に沿って取得できる。（費用は会社負担）

④その他男女共同参画を推進する取組

・区、自治会活動に積極的に参加しやすい職場環境づくりを行っている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・残業はなるべくしないように取り組んでいる。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・区、自治会の活動に参加しやすい職場環境づくりを進めている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・女性の採用、登用及び職域拡大に取り組んでいきたい。
・資格などを取りやすい職場環境づくりを行う。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・社員の能力を発揮する為の研修、資格取得に取り組んでいる。

④その他男女共同参画を推進する取組

・女性による営業活動など、男女の固定的な役割分担意識を持たない職場環境づくりを行っている。
・地域の行事やボランティア活動等の参加しやすい職場環境づくりを行っている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・長野県「社員の子育て応援宣言」に登録し、社員の子育て支援に取組んでいる。
・子育て中の女性でも正社員として働けるように短時間正社員制度を導入している。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・男女問わず積極的に資格取得し、技術の向上に努めている。（受験に係る費用は会社負担）

管工事・上下水
道工事・住宅別
荘工事・浄化槽

工事

建設業

有
限
会
社

信
濃
住
宅
設
備

45

造園・土木・不動
産管理業

造園業

有
限
会
社

サ
ン
・
グ
リ
ー

ン

47

建設業

株
式
会
社
 

オ
ケ
ヤ
ス

44
管工事・水道工
事・設備工事

土木工事・造園
工事

建設業

株
式
会
社

今
井
緑
化
総
業

48

認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業制度を導入し、休業終了後現職に復帰できる環境づくりを行っている。
・短時間正社員制度を導入し、労働時間を柔軟に調整できるように努めている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・学校役員、授業参観、御柱等地域行事等に有給休暇を取りやすい環境づくりをしている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・従業員の能力向上のため、資格取得支援制度を導入し、働きながら資格取得しやすい職場環境づくりを行っている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働、深夜業の制限をしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・子どもの学校行事やＰＴＡ活動に参加しやすい作業工程の計画を実施している。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域の活動については、融通して両立できるように対応している。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業制度を導入し就業規則に定め、終了後は現職に復帰できるように取り組んでいる。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・長野県「社員の子育て応援宣言」に登録し、社員の子育て支援に取り組んでいる。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・社員の能力を発揮するための研修、資格取得に取り組んでいる。

土木工事建設業

有
限
会
社

原
田
興
業

51

土木工事・建築
工事

建設業

有
限
会
社

国
美
工
業

81

建設業

株
式
会
社
 

田
村
建
設
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認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児・介護休業制度（育休終了後の復帰は、原則として休業直前の部署及び職務とすることも明記）。
・妊娠中の従業員には、時間外・休日労働の制限制度及び健診・つわり休暇制度。
・セクハラや人権に配慮し、ハラスメントに対する方針を出して周知。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・ノー残業デイを月に３日実施。
・メンタルヘルスケアのための外部相談機関と提携。
・フレックスタイム制度、育児の短時間勤務制度の実施。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・e-ラーニングを利用した社員教育の実施。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・「健康経営」を目指し協会主導による全従業員に健康習慣に関するウェブアンケートを年一回実施し、その傾向に基づいた健康セミナーを開催している。
・「健康経営ワンポイントアドバイス」ニュースを月1回定期購読している。
・2021年に「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）」に認定されてから3年連続認定、2026年も申請中。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・毎月、勤務ローテーションの作成にあたり、全従業員から要望を聞き、それに準じた勤務予定を計画している。
・働き方改革の一環として、2023年から従業員年次有給休暇８日以上取得の実施をしている。
・①のアンケートからメンタルヘルス研修として、国家資格を持つカウンセラーとの個人面談を実施し、仕事と家庭などの両立支援に役立てている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・会社年間計画の中で「個人チャレンジ計画」年に一つ資格試験にチャレンジ・研修を受けよう。と題して全従業員がチャレンジしている。性別のみならず、障がい者の
雇用者にも同様のチャンスの場を設けている。今年はKEEPER手洗い洗車スクール＆技術検定会に健常者従業員とともに参加。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児休業制度を導入し、終了後は現職に復帰できる。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・従業員の育児・介護のための休暇などが取りやすい職場環境づくりに努めている。
・保育園を設けている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・社員の能力を発揮するための研修を行っている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・区、自治会の活動に参加しやすい職場環境づくりを進めている。

美容院・保育園
生活関
連サー
ビス業

有
限
会
社
シ
ャ
レ
ン
ド

(

シ
ャ
レ
ン
ド

、
ビ
ト
ワ

、
し
ゃ

れ
ん
ど
き

っ
ず
園

)

84

小型電源装置等
電子機器の設計

/製造/販売
製造業

株
式
会
社

諏
訪
三
社
電
機

82

83

有
限
会
社

朝
倉
石
油

卸売
業・小
売業

石油製品販売・
自動車販売

認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組



令和７年度　茅野市はつらつ事業所認定事業所

認
定
番
号

事
業
所
名

業種 業務内容 具体的内容

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児期の女性社員について、仕事と子育てを両立する不安を緩和するため、育児時短勤務の延長期限を「小学校卒業まで」とし運用。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・月２回のノー残業デーを設けている。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・女性の管理職登用の推進。
・すべての従業員に対し能力向上のため、ＱＣ検定取得の取組みやセミナー受講等、参加のしやすい環境づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・従業員の育児、介護のための休暇などを取りやすい職場環境づくりをしている。
・Ｒ7年10 月よりインターバル制度導入。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・社員の能力を発揮するための研修をしている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・区・自治会の活動に参加しやすい職場環境づくりを進めている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・育児休業終了後は、現職に復帰している。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・フレックスタイムや短時間勤務等を取り入れている。
・従業員の育児、介護のための休暇などを取りやすい職場環境づくりをしている。
・「社員の子育て応援宣言」登録済。

③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組

・性別にとらわれず、実力主義で役職や給料を設定している。
・男女の固定的な役割分担意識を持たない職場環境づくりをしている。

①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組

・セクハラ防止や男女の人権に配慮した職場環境づくりをしている。

②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組

・従業員の育児介護のための休暇を取りやすくしている。

④その他男女共同参画を推進する取組

・地域の行事やボランティア活動を優先させる事業体制をとっている。

半導体ウェハー
のベアチップ加
工・液晶ガラス基
板の研磨・カラー
インクジェットプリ
ンター用サプライ
用の製造及び組

立

製造業

株
式
会
社

ニ
チ
ワ
工
業

85

一般土木事業建設業

株
式
会
社

ｎ
ｅ
ｘ
ｔ

95

93

株
式
会
社

ツ
カ
モ
ト

建設業

土木一式工事・と
び土工・コンク

リート工事・舗装
工事

金型設計/製造・
キャラクターフィ
ギュアキット等ホ
ビー商品の製造

販売

製造業

株
式
会
社

ピ
ー

エ
ム
オ
フ
ィ
ス
エ
ー

94

認定要件　次のいずれかを実施している事業所を認定
①男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組
②仕事と家庭生活の両立支援に関する取組
③性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組
④その他男女共同参画推進する取組


